
株式会社スマイルでは 
医療事務・レセプト業務に携わる方の交流の場して 
女性医療事務の会『スマイルippai』をスタートします 
皆さんで意見交換し、スキルアップして先生のお役に立てる人材 
になりましょう 

スマイル新聞 
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医院でお役に立つ情報をお届けします 

検索 レセプト スマイル 

ホームページへは 

スマイルは 
医療事務として働く 
女性を応援しています 

特定薬剤治療管理料 注意事項！  

女性医療事務の会 

 スマイルippai 

◇診療録に薬剤の血中濃度、治療計画の要点の記載が必要です 

◇対象薬剤はあるが対象疾患がない場合が見られます、対象薬剤に対する 
病名が必要です 

◇当月対象薬剤の処方が無い場合、算定は出来ません。前月に処方があれば 
『前月投与あり』と記載します 

算定方法が複雑なので、査定が多い項目です。 
算定漏れ、算定間違いが無いよう注意してください 

◇対象薬剤により、4ヶ月目以降で点数に違いがあります。 
測定回数ではなく、暦付きで数えます 

会員メリット 

・会員限定勉強会（2ヶ月に1回） 
・スマイル交流会（2ヶ月に1回） 
・会員限定メルマガ配信 
・スマイル新聞のお届け 
・セミナー割引 
・個別相談割引 

入会資格 
・医療機関・保険薬局で働く女性事務スタッフ 
・医療事務員を目指している女性 
・医療機器メーカー、薬剤メーカーで働く女性 
ほか、弊社が入会可能と認めた女性 

入会条件 

・医療事務のお仕事を楽しむことで、自身の 
人生、患者様をもっと幸せにしたいと思う女性 
・メールでの連絡が可能な事 

会費 

月会費 1ヶ月2,160円（1名） 

お問い合わせ 
TEL：072-380-7866 
株式会社スマイル  
      担当：かんばら 

第1回 交流会 
 

日程： 
 26年6月15日（日） 
時間： 
 10:00～11:00 
場所： 
 タリーズコーヒー 
 グランフロント 
    北館9階店 
費用：無料 
（ドリンク代はご自身で 
お支払い下さい） 

 
『スマイルippai』に 
興味のある方大歓迎です 
お気軽にご参加下さい 
神原がお待ちしています 
 

 神原充代ブログ： 「できる医療事務員になりましょう」 
       http://ameblo.jp/smile-clinicsupport/  

認定インストラクター 

裏面あり⇒ 

第1回 勉強会  レセプトコメントの必要性 
日程：26年7月20日（日） 9：30～11：30 
場所：ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター） 
 受講料：1,000円  定員：8名    ※スマイルippai 会員のみ   



知恵袋 

お申し込み 

お問合わせ内容 

□『スマイルippai』入会申込み    （申込書をお送りします）   

□6/15交流会申込み    

□7/20勉強会申し込み  

□お問い合わせ（                   ）                

お名前 

ご住所 

〒  － 

電話番号 （      ）       － 

FAX番号 （      ）       － 

FAX: ０７２－８５９－３３６０ 

レセプト開示とは？ 
1997年6月25日に、本人や遺族、法廷代理人や委任を受けた弁護士から請
求があれば開示するよう通達を出しました。加入する健康保険の保険者に行
けば、簡単に手続で開示されます。 

開示にあたって 
診療報酬明細書等の開示に当たっては、本人の診療上支障が生じないことを、当該保険医療機関等に事前に確
認するします。 
従って、開示することについて支障があると判断された（本人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するお
それがある場合など）診療報酬明細書等は開示できません。 
ただし、診療報酬明細書等の「傷病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄並びに「症状
詳記」を伏せて開示を希望される場合は、事前の確認はありません 
保険医療機関等には、開示決定を行った後に事後連絡があります。 

医療機関側では、いつレセプト開示の要請があって対応できる様、日頃から、カルテ開示・レセプト開示に
ついて理解を持っていただきたいと思います 

事 例 

１８１ 脂質異常症、高脂血症、高コレステロール血症等 《平成２４年１月２６日》 
  
○ 取扱いの方向性  
原則として医薬品の適応を審査する上で、脂質異常症、高脂血症、高コレステロール血症等は同等として取扱
うことは妥当である。  

審査情報提供事例 

適応症 
リピトール錠 
 ⇒家族性コレステロール血症、高コレステロール血症 
クレストール錠 
 ⇒家族性コレステロール血症、高コレステロール血症 
メバロチン錠 
  ⇒家族性コレステロール血症、高脂血症、高リポ蛋白血症 

適応症に「脂質異常症」という病名はないので、レセプト病名として 
上記病名が重複して付けられている事が多い様です。 


